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緊急事態宣言解除後の対応について（2020年６月５日付更新） 

 
お取引先様及び当社で働く従業員への新型コロナウイルスへの感染拡大防止を目的として、新型コ

ロナウイルス感染症に対し下記方針を決定いたしました。 
お取引先様・関係各所の皆様には、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のうえご容

赦賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、一時閉鎖しておりました東京オフィスにつきましては、６月８日（月）より営業を再開いた

します。 
 
                    ― 記 － 
 

 
（１） 国内外の出張及び来訪者との打合せは、緊急時や必要不可欠な業務を除き可能な限り取り止

め、実施する必要がある場合はマスク着用を義務付ける。 
 

（２） 従業員には手洗い・咳エチケットの励行、出勤前の検温などの健康管理の徹底を促し、発熱

等の風邪症状が見られる従業員について出勤を禁止する。また、従業員の家族に発熱等の風

邪症状が見られる場合は、新型コロナウイルスの感染によるものではないことが診断で明ら

かになる日まで出勤を自粛する。 
 
（３） 人の集合を避け感染予防に努めるため、事業所間移動を控え、必要時はＴＶ会議システムを

利用する。また、通勤時においては時差出勤や自家用自動車通勤を行い感染予防に努める。 
 

各対応の継続期間は今後の状況を鑑みて判断いたします。 

対応期間終了を決定したとき、あるいは新型コロナウイルス感染症に関連し当社の事業に影響を及

ぼす可能性が認められる場合には、適宜お知らせいたします。 
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